
平成１９年３月２０日 

経 済 産 業 省 

近 畿 経 済 産 業 局 

 

特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する取引停止命令（６か月） 

及び同社の勧誘者３名に対する指示処分について 
 
 

  経済産業省は、連鎖販売業者である株式会社ＩＳＭ(ｲｽﾞﾑ)（愛知県名古

屋市）に対し、特定商取引法第３９条第１項の規定に基づき、本年３月２

１日から９月２０日までの６か月間、同社の連鎖販売取引の一部を停止す

るよう命じました。認定した違反行為は、不実告知、勧誘目的等不明示、

概要書面不交付、適合性原則違反です。 

また、併せて同社の３名の勧誘者に対しても、同法第３８条第２項の規

定に基づき、不実告知等の違反を行わないよう指示しました。 

 

１．株式会社ＩＳＭは、主として学生等の若者を対象に、ＩＳＭ代理店及び

ＩＳＭ取扱店を募集する権利等と一体として教材ビデオ等の販売を行う連

鎖販売業を行っていましたが、同社の勧誘者は、その連鎖販売業に係る連

鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、「月に１００万円ぐらいは

楽して稼げるよ。」、「絶対に損はしない。必ず元は取れる。」等と、あ

たかも誰もが容易に又は確実に収入が得られるかのように告げていまし

た。しかし、実際には、誰もがそのような収入を得ている訳ではありませ

んでした。 

 

２．また、同社の勧誘者は、その勧誘に先立って、その相手方に対し、

同社の名称及び特定負担を伴う取引についての契約の締結について

勧誘をする目的である旨等を明らかにしていませんでした。 

 

３．また、同社の勧誘者は、教材ビデオ代金等を支払えない学生等に対

し、消費者金融から金銭を借り入れさせて、契約を締結させたりし

ていました。 

 

 

 



 ４．さらに、同社は、契約を締結するまでに当該連鎖販売業の概要について

記載した書面を契約の相手方に交付していませんでした。 

 

 

 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

経済産業省消費者相談室       電話０３－３５０１－４６５７

北海道経済産業局消費者相談室      ０１１－７０９－１７８５

東北経済産業局消費者相談室       ０２２－２６１－３０１１

関東経済産業局消費者相談室       ０４８－６０１－１２３９

中部経済産業局消費者相談室       ０５２－９５１－２８３６

近畿経済産業局消費者相談室       ０６－６９６６－６０２８

中国経済産業局消費者相談室       ０８２－２２４－５６７３

四国経済産業局消費者相談室       ０８７－８１１－８５２７

九州経済産業局消費者相談室       ０９２－４８２－５４５８

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室  ０９８－８６２－４３７３

 

 



株式会社ＩＳＭ及び同社の勧誘者に対する行政処分の概要 

 

１ 事業者の概要 

 (１)統括者の概要 

① 名称：株式会社ＩＳＭ 

② 代表者：牧田 博輝（まきた ひろき） 

③ 所在地：愛知県名古屋市中区丸の内三丁目１５番３４号 

④ 資本金：３，０００万円 

⑤ 設立：平成１５年１２月１０日 

⑥ 取引形態：連鎖販売取引 

⑦ 商品：教材ビデオ等（現在はＩＣカード読み取り機及びＩＣカード） 

⑧ 売上高：４億７，８００万円（Ｈ１７．８～Ｈ１８．７） 

⑨ 主な事業内容：ＩＳＭ代理店及びＩＳＭ取扱店を募集する権利等と一

体とした教材ビデオ等の販売 

  <特定負担>教材ビデオ代金  Ａコース１２万円、Ｓコース３６万円 

         事務代行手数料  月々３，１５０円 

         カタログ代金   １冊２５０円 

<特定利益>ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞｰﾅｽ    毎月のｸﾞﾙｰﾌﾟ実績に対する報酬 

         ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄﾎﾞｰﾅｽ  自店以下の代理店を育成したことに 

対する報酬 

         ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾎﾞｰﾅｽ ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｾﾞﾈﾗﾙﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰのみ 

貰える報酬 

 (２)今回処分を行う勧誘者の概要 

  ①原井 徹（香川県在住） 

  ②松下祐樹（大阪府在住） 

  ③杉浦健人（愛知県在住） 

   

２．取引の概要 

株式会社ＩＳＭ（以下「同社」という。）は、その販売する教材ビデオ等

（以下「本件物品」という。）の販売をあっせんする者を、同社の会員となっ

て別の者を新たな会員とすれば、「サポートボーナス」（新たに組織に加入

した会員の契約額の一定割合が得られるボーナス）等の特定利益を収受し得

ることをもって誘引し、その者と本件物品の購入代金等の特定負担を伴う商

品の販売のあっせんに係る取引を行っている。 

典型的な勧誘の手口としては、入会して間もない会員が、友人の学生等に

対して、「すごく稼げる話がある。」等と、本件物品を紹介する連鎖販売取

引であることを明らかにせず説明会場等へと誘い出し、また、説明会場等に

連れて行くと、勧誘者である上位の会員がこれに加わり、虚偽の説明を行っ

て勧誘を行い、本件物品の購入代金等を支払えない者には消費者金融から金

銭を借り入れさせて、契約を締結させている。 



３．行政処分の内容 

 (1) 株式会社ＩＳＭに対する取引停止命令 

    平成１９年３月２１日から９月２０日までの間（６か月間）、特定商

取引法第３３条第１項に規定する連鎖販売取引のうち、次の行為を停止

すること。 

   ①連鎖販売取引について勧誘を行い、又は勧誘者に勧誘を行わせること。 

   ②連鎖販売取引についての契約の申込みを受けること。 

   ③連鎖販売取引についての契約を締結すること。 

 (2) 勧誘者に対する指示 

①連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、特定利益に関する事

項につき、不実のことを告げる行為をしないこと。 

②その連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立って、勧誘

の相手方に対し、同社の名称、特定負担を伴う取引についての契約の

締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類

を明らかにすること。 

③その連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不

適当と認められる勧誘を行わないこと。 

 

４．取引停止命令等の原因となる事実 

 ＜勧誘者の違反事実＞ 

  (1) 不実告知（特定商取引法第３４条第１項第４号） 

   同社の勧誘者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧

誘をするに際し、「月に１００万円ぐらいは楽して稼げるよ。」、「絶対に

損はしない。必ず元は取れる。」等と、あたかも誰もが容易に又は確実に収

入が得られるかのように告げていた。 

   しかし、実際には、誰もがそのような収入を得ている訳ではなかった。 

 

 (2) 勧誘目的等不明示（特定商取引法第３３条の２） 

   同社の勧誘者は、勧誘に先立って、その相手方に対し、同社の名称、特

定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨

及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしていなかった。 

 

 (3) 適合性原則違反（特定商取引法第３８条１項４号、同法施行規則第３１条

第７号） 

   同社の勧誘者は、教材ビデオ代金等を支払えない学生等に対し、消費者

金融から金銭を借り入れさせて、契約を締結させたりしていた。 

 

 

 

 



 ＜株式会社ＩＳＭの違反事実＞ 

 (4) 概要書面不交付（特定商取引法第３７条第１項） 

   同社は、連鎖販売取引に際して、契約を締結するまでに当該連鎖販売業

の概要について記載した書面を契約の相手方に交付していなかった。 

 

５．事例 

【事例１】  

平成１６年１２月上旬、大学生のＺは同じ大学に通う友人のＡから、「す

ごく稼げる話がある。」と告げられ、説明会へと誘われた。ＺはＡから「す

ごく稼げる。」と言われたこともあり、興味を持ち、説明会に行くことを約

束した。 

数日後、ＺはＡの車で説明会場へと向かった。Ｚは午後９時頃説明会場に

到着したが、Ｚ以外の周りの人はみんなスーツ姿で来ていた。Ｚがその時説

明会場で聞いた話は、同社の会社概要が主で、同社がドルフィンクラブとい

う通信販売事業等を行っており、携帯電話会社やクレジット会社などの有名

な企業と提携しているというような話であった。Ｚが同社の会社名を知った

のはこの時が最初であった。 

会社概要等の説明が終わった後、ＺはＡと一緒に、別の勧誘者Ｂから話を

聞くこととした。Ｂは、「ＩＳＭという会社はどう。いいでしょう。」、「す

ごいよね。絶対稼げるから、やる気があるのならすぐに入った方がいいよ。」

と告げ、代理店契約をするように勧めた。ＺはＢから代理店になるための契

約金が３６万円必要であることを聞き、「お金がないので、払えないのです

が。」と言うと、Ｂは、「消費者金融があるよ。」「そこで借りればいい。」

と告げ、消費者金融で借りることを勧めた。そしてＢは、「返せる見込みが

あるから僕は入った。これは自分のチャンスであると思ったから、入るしか

ないと思ったから入った。」と自らが同社と代理店契約した動機について話

をした。Ｚは、このＢの話を聞き、確実に返せるだろうと思い、契約するこ

ととした。 

ＺはＡが出した書面に必要事項を記入し、押印したが、書面はＡがすべて

持ち帰ってしまった。 

説明会の翌日、ＺはＢが勧めた消費者金融で３６万円を借り、同社に契約

金を振り込んだ。その数日後、ＺはＡから同社のビデオ教材等一式を受け取っ

た。 

 

【事例２】 

大学生のＹは、同じ大学に通う友人のＣから、「俺、今すごい仕事をして

いてすごく稼いでいる。しかも簡単な仕事で、俺の上の人なんか何百万円も

稼いでいる。興味があるなら説明会に来てみないか。」と誘われた。ＹはＣ

のことを信用していたので、そんなに儲かるならと思い、説明会に別の勧誘



者Ｄとともに行く約束をした。 

平成１７年５月中旬の午後６時頃、ＹはＤの迎えの車で説明会場に向かっ

た。説明会は午後８時頃から行われた。Ｙが同社の社名を知ったのは、この

時が最初だった。説明会場にはスーツ姿の人が６０人ほど来ており、Ｙはそ

こで、代理店募集事業などの事業説明を聞いた。 

Ｙは約１時間この事業説明を聞いた後、別の勧誘者Ｅから「代理店契約を

するなら３６万円のＳコースと１２万円のＡコースがあるけど、今Ｓコース

が激アツで３６万円なんてすぐに取り返せるから契約しなよ。」と代理店契

約を勧められた。 

その後、ＹはＥに勧められるがままに書面に必要事項を記入したが、Ｙは

この日印鑑を持ち合わせていなかったので、書面への押印は後日ということ

になり、Ｄがその書面を持ち帰った。 

また、Ｓコース代理店契約金の３６万円については、Ｅから「お金は消費

者金融で借りるといいから、消費者金融は信用を売りにしているから安心し

てお金を借りられるよ。」と言われ、Ｙは消費者金融でお金を借りることと

した。その翌日の昼頃、ＹはＤに付き添ってもらい消費者金融に行きお金を

借り、すぐさま同社に振り込んだ。契約して３日後、Ｙはビデオ教材を受け

取った。 

 

【事例３】 

平成１７年７月上旬、Ｘは同じ高校を卒業した友人であるＧから、「稼げ

るいい仕事があるから、話を聞いてみない。」とのメールをもらった。Ｘは、

「なんやろな。」とは思ったが、興味が湧き聞いてみようと思い、Ｇに話を

聞くと返事をした。 

数日後、ＸはＧとＧの友人の勧誘者Ｈとともに同社の事務所に行った。Ｘ

はＧから、「今から上の人が話をしてくれるから必ず敬語で、失礼のないよ

うに、上下関係に厳しいから。」と言われた。事務所には、３人の他に勧誘

者のＫと、その他に数名がいた。 

ＸはＫから同社の会社概要等について説明を受けた後、３６万円のＳコー

スの代理店契約を勧められた。この時Ｈは、「稼げるから、とにかく稼げる

から」と言うばかりであり、Ｋとともに「絶対に損はしない。必ず元は取れ

る。」と言っていた。Ｘはやってみようかなと思ったが、その日は印鑑と免

許証のコピーを持っておらず、後日契約することとした。 

 

【事例４】 

平成１７年５月下旬の午後１０時半頃、Ｗは勤務先の同僚と帰宅途中に食

事をしていると、勧誘者のＭが隣席にやって来て親しげに話しかけてきた。

最初は世間話をしていたが、そのうちＭは、「俺は会社の経営者で社長をし

ている。」、「ただでポイントカードを配ったらお金が稼げる。それで俺は



ベンツを買った。月に１００万円ぐらい稼いでいる。」、「月に１００万円

ぐらいは楽して稼げるよ。」と言った。Ｗは会社の名前を聞いていなかった

ので何という会社か聞いたところ、Ｍはためらいながらこの時初めてＩＳＭ

と答えた。このような話をしている間に午前０時頃になったので、後日話を

聞くこととし、それから数日後、ＷとＭは再度会う約束をした。 

約束した６月上旬、Ｗは一人で午後８時にその場所に行くと、見知らぬ女

性が同じように話を聞きに来ていた。Ｗとその女性とで別の勧誘者Ｎから、

初めに同社の会社概要等について話を聞いた。その後に、代理店の話になり、

Ａコース１２万円、Ｓコースは３６万円が必要であるという話があった。Ｗ

は何万円もお金が要るということを初めて聞いたので、「えっ、お金が要る

んですか。」と言うとＮは、「自分でも月に５０万円や１００万円は稼いで

いる。頑張れば頑張るほど稼げるから大丈夫だよ。とにかく儲かるので絶対

に人生が変わるよ。」と言った。Ｗがお金が要ることを聞いて悩んでいたと

ころ、Ｍは「俺がお金を貸してやる。もし、おまえに１円でもマイナスが出

たら、全額保証してやる。２００６年２月までに上位になったら会社がハワ

イ旅行に連れて行ってくれる。」等と強く言ってきた。ＷはＭが保証してく

れるならやってもいいかなと思い、「やります。」と答えた。 

Ｗが契約をすると言って返事をしてからしばらくの間、Ｍは契約を早くし

たほうが後々有利だと毎日のようにメールで急かしてきた。しばらくしてＭ

はいつお金を借りにいけるのか聞いてきたので、Ｗは翌日に借りに行く約束

をした。Ｍは、お金を借りるのは同社と取引をしている消費者金融が一番安

心できると言った。 

Ｗは消費者金融でお金を借りることとし、５０万円を借りて、契約した。

お金を借りた翌日に、Ｍから渡された概要書面と代理店契約申請書に必要事

項を記入、押印し、Ｍに渡したが、その後控えも何も渡されなかった。 

 

 


